
任
期
満
了
に
伴
う
山
口
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
が
、
４
月
８
日
（日）
に
行

わ
れ
ま
す
。
今
回
の
選
挙
は
、
新
し
い
選
挙
区
・
定
数
で
行
わ
れ
ま
す
。

長
門
市
全
域
が
ひ
と
つ
の
選
挙
区
と
な
り
、
定
数
も
一
人
と
な
り
ま
し
た
。

県
議
会
へ
私
た
ち
の
代
表
を
送
る
大
切
な
選
挙
で
あ
り
、
一
人
ひ
と
り

の
貴
重
な
一
票
が
、
山
口
県
の
未
来
を
方
向
づ
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

よ
く
考
え
て
、
あ
な
た
の
大
切
な
一
票
を
ム
ダ
に
し
な
い
よ
う
、
投
票

日
に
は
皆
さ
ん
そ
ろ
っ
て
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

投
票
で
き
る
人
は
選
挙
人
名
簿
登
録
者
に

限
ら
れ
ま
す
。（
選
挙
権
停
止
中
の
者
は
除
く
）

選
挙
人
名
簿
に
は
、
昭
和
62
年
４
月
９
日
ま

で
に
生
ま
れ
た
日
本
国
民
で
、
平
成
18
年
12

月
29
日
以
前
か
ら
引
き
続
い
て
長
門
市
の
住

民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
が
登
録

さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
平
成
18
年
12
月
30
日
以
降
県
内
か

ら
転
入
さ
れ
た
人
は
、
前
住
所
地
で
投
票
す

る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
場
合
は
「
引

き
続
き
県
内
に
住
所
を
有
す
る
証
明
書
等
」

が
必
要
で
す
。
こ
の
証
明
書
は
長
門
市
で
も
、

前
住
所
地
の
市
町
で
も
発
行
し
ま
す
。

投

票

で

き

る

人

は

投
票
所
を
案
内
す
る
「
投
票
所
入

場
券
」は
自
宅
へ
直
接
郵
送
し
ま
す
。

ご
自
分
の
氏
名
と
投
票
所
を
よ
く
お

確
か
め
く
だ
さ
い
。

投
票
所
入
場
券
は
大
切
に
保
管

し
、
投
票
日
に
は
本
人
が
投
票
所
に

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

も
し
投
票
所
入
場
券
が
届
か
な
い

場
合
や
投
票
所
入
場
券
を
紛
失
し
た

場
合
で
も
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
れ
ば
投
票
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
当
日
、
投
票
所
の
受
付

係
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

見 本
投
票
は
決
め
ら
れ
た
投
票
所
で
行
う
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
郵
送
さ
れ
た
「
入
場
券
」

で
投
票
所
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
19
年
３
月
28
日
（水）
ま
で
に
転
居
の
届

け
出
を
し
た
人
は
、
新
住
所
地
の
投
票
所
で

投
票
が
で
き
ま
す
。

３
月
29
日
（木）
以
後
に
転
居
の
届
け
出
を
し

た
人
は
、
旧
住
所
地
の
投
票
所
で
の
投
票
と

な
り
ま
す
。

投

票

の

場

所

は

投
票
時
間
は
、
午
前
７
時
か
ら
午
後
８
時

ま
で
で
す
。

た
だ
し
、
次
の
８
つ
の
投
票
所
に
つ
い
て

は
午
前
７
時
か
ら
午
後
７
時
ま
で
で
す
。
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

・
大
垰
投
票
所
　
・
田
久
道
投
票
所

・
久
津
投
票
所
　
・
本
郷
投
票
所

・
大
浦
投
票
所
　
・
油
谷
投
票
所

・
水
岬
投
票
所
　
・
川
尻
投
票
所

投

票

の

時

間

は

今
回
か
ら
、
境
川
地
区
の
人
は
投
票
所
が
上

川
西
投
票
所
か
ら
黄
波
戸
投
票
所
へ
変
更
さ
れ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
新
別
名
投
票
区
（
新
別
名
・
駅
通
・

大
迫
・
東
大
坊
地
区
）
の
人
は
投
票
所
が
油
谷

総
合
支
所
第
２
庁
舎
か
ら
油
谷
中
央
公
民
館
視

聴
覚
室
へ
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

投
票
所
が
変
更
さ
れ
て
い
ま
す

身
体
が
不
自
由
な
ど
の
理
由
で
文
字
が
書

け
な
い
人
は
、
代
理
投
票
が
で
き
ま
す
。
係

員
が
本
人
に
代
わ
っ
て
本
人
の
指
示
通
り
投

票
用
紙
に
記
入
し
ま
す
。
投
票
の
内
容
が
外

に
も
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

目
の
不
自
由
な
人
は
点
字
で
投
票
で
き
ま

す
。
投
票
所
で
係
員
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

代

理

・

点

字

投

票

投
票
は
候
補
者
の
氏
名
を
一
人
だ
け
ハ
ッ

キ
リ
書
い
て
く
だ
さ
い
。
候
補
者
の
氏
名
や

字
を
忘
れ
た
と
き
は
、
投
票
記
載
台
の
上
の

候
補
者
一
覧
表
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

投
票
用
紙
を
汚
損
し
た
場
合
や
、
書
き
損

じ
た
と
き
は
、
投
票
用
紙
を
再
交
付
し
ま
す

の
で
投
票
所
の
係
員
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

候
補
者
の
氏
名
は
ハ
ッ
キ
リ
と

船
員
の
人
で
選
挙
人
名
簿
登
録
証
明
書
の

交
付
を
受
け
て
い
る
人
に
つ
い
て
は
入
場
券

を
郵
送
し
ま
せ
ん
が
、
投
票
は
で
き
ま
す
。

な
お
、
投
票
の
際
は
選
挙
人
名
簿
登
録
証
明

書
の
提
示
が
必
ず
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
は

投
票
日
に
仕
事
や
旅
行
な
ど
の
た
め
投
票

で
き
な
い
人
は
「
期
日
前
投
票
」
を
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。
投
票
入
場
券
が
届
い
て
い

期

日

前

投

票

●
指
定
病
院
な
ど
に
入
院
中
の
人

指
定
病
院
な
ど
に
入
院
し
て
い
る
人
は
、
そ

の
施
設
で
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。
病
院

長
や
施
設
管
理
者
等
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

●
市
外
に
滞
在
中
の
人

本
人
が
「
宣
誓
書
・
請
求
書
」
に
よ
り
長
門

市
選
挙
管
理
委
員
会
に
不
在
者
投
票
用
紙
等

の
請
求
を
し
て
く
だ
さ
い
。
投
票
用
紙
等
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
そ
の
投
票
用
紙
等
を
持

っ
て
滞
在
地
の
市
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
に

行
く
と
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す

請
求
は
早
め
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

不

在

者

投

票

●
郵
便
等
投
票
が
で
き
る
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
に
両
下
肢
な
ど
の
障
害

は
１
級
か
２
級
、
内
臓
機
能
の
障
害
は
１

郵
便
等
投
票
が
で
き
る
人

●
日
時
　
４
月
８
日
（日）

午
後
９
時
30
分
〜

●
場
所
　
な
が
と
総
合
体
育
館

●
中
間
発
表
　
午
後
10
時
30
分
よ
り
30
分
お

き
に
行
う
予
定
で
す

※
得
票
状
況
は
長
門
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ケ
ー

ブ
ル
テ
レ
ビ
（
ほ
っ
ち
ゃ
テ
レ
ビ
／
文
字
放
送
）

で
も
お
伝
え
す
る
予
定
で
す

●
長
門
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w

w
w
.c
ity.n

a
g
a
to
.ya
m
a
g
u
c
h
i.jp
/

開

票

は

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

●
日
時
　
３
月
30
日
（金）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
00
分

●
場
所
　
長
門
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

選

挙

人

名

簿

縦

覧

●選挙についての問い合わせは

長門市選挙管理委員会事務局
TEL ２３‐１１６７ FAX ２３‐１９７８

級
か
３
級
、
免
疫
の
障
害
は
１
級
か
ら
３

級
と
書
い
て
あ
る
人

②
戦
傷
病
者
手
帳
に
両
下
肢
な
ど
の
障
害
は

特
別
項
症
か
ら
第
２
項
症
、
内
臓
機
能
の

障
害
は
特
別
項
症
か
ら
第
３
項
症
と
書
い

て
あ
る
人

③
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
に
要
介
護
５
と

書
い
て
あ
る
人

対
象
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
郵
便
等
投
票

証
明
書
」
の
交
付
を
受
け
て
、
自
宅
な
ど
で

不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。
投
票
用
紙
の
請

求
は
４
月
４
日
（水）
ま
で
で
す
。

●
代
理
記
載
で
郵
便
等
投
票
が
で
き
る
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
に
上
肢
ま
た
は
視
覚
の

障
害
の
程
度
が
１
級
と
書
い
て
あ
る
人

②
戦
傷
病
者
手
帳
に
上
肢
ま
た
は
視
覚
の
障

害
の
程
度
が
特
別
項
症
か
ら
第
２
項
症
と

書
い
て
あ
る
人

れ
ば
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

●
場
所
・
期
間

・
長
門
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

３
月
31
日
（土）
〜
４
月
７
日
（土）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時
00
分

・
各
総
合
支
所

３
月
31
日
（土）
〜
４
月
７
日
（土）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時
00
分

・
各
出
張
所

４
月
２
日
（月）
〜
４
月
６
日
（金）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
00
分

※
居
住
地
域
の
限
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
の
会
場

で
も
期
日
前
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

代
理
記
載
の
方
法
に
よ
る
投
票
を
行
う
に

は
「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」
に
加
え
、
あ
ら
か

じ
め
手
続
き
（
代
理
記
載
の
た
め
の
申
請
、

代
理
記
載
人
の
届
け
出
）
が
必
要
で
す
。

※
詳
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

平成18年度明るい選挙啓発標語作品募集
杉 村 達 己 くん（日置小学校６年）



投票は、決められた投票所で行うことになっています。
郵送された「投票所入場券」で投票所を確認してください。

有
権
者
の
投
票
を
喚
起
す
る
た
め
に
、
午
前
７
時
（
投
票
開
始
）、
正
午
（
定
時
）、
午
後
７
時
（
終
了
１
時
間
前
）
に
サ
イ
レ
ン
を
吹
鳴
し
ま
す
。

世
紀
は
「
環
境
」
の
世
紀
と
い
わ
れ
て

お
り
、
温
暖
化
や
資
源
の
枯
渇
な
ど
地

球
規
模
の
も
の
か
ら
水
質
汚
染
や
ご
み
の
不

法
投
棄
な
ど
の
身
近
な
も
の
ま
で
多
く
の
問

題
が
生
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
中
、
ご

み
処
理
行
政
も
３
Ｒ
（
リ
デ
ュ
ー
ス
＝
減
量

化
、
リ
ユ
ー
ス
＝
再
使
用
、
リ
サ
イ
ク
ル
＝

再
生
利
用
）
を
基
本
と
し
た
循
環
型
社
会
へ

の
転
換
の
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
長
期
的
、
総
合
的
視
点
か
ら
長

門
市
の
一
般
廃
棄
物
（
ご
み
・
生
活
排
水
）

の
適
正
処
理
を
進
め
る
た
め
の
基
本
方
針
な

ど
を
示
し
た
一
般
廃
棄
物
処
理
基
本
計
画
を

策
定
し
ま
し
た
。
今
後
、
こ
の
計
画
を
も
と

に
、
自
然
と
人
が
や
す
ら
ぐ
安
全
な
ま
ち
づ

く
り
「
循
環
型
社
会
の
形
成
」
に
向
け
、
施

設
整
備
等
の
施
策
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

■
計
画
の
期
間

平
成
19
年
度
か
ら
平
成
33
年
度
の
15
年

間
（
概
ね
５
年
ご
と
に
見
直
す
こ
と
と
し

て
い
ま
す
）

■
計
画
の
数
値
目
標

市
民
一
人
あ
た
り
の
ご
み
の
排
出
量
を

平
成
17
年
度
の
約
５
％
減
と
す
る
ほ
か
、

リ
サ
イ
ク
ル
率
、
埋
立
量
の
削
減
の
目
標

値
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

②
、
③
、
④
に
つ
い
て

現
在
、
地
域
に
よ
っ
て
収
集
回
数
が
一
部

異
な
っ
て
い
ま
す
。
計
画
で
新
た
な
分
別
収

集
に
取
り
組
む
際
の
収
集
体
制
の
見
直
し
に

合
わ
せ
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
平
準
化

に
取
り
組
み
ま
す
。

⑤
に
つ
い
て

ご
み
出
し
の
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
の
遵
守
、

家
電
製
品
の
不
法
投
棄
の
懸
念
な
ど
管
理
が

困
難
な
こ
と
や
先
行
他
市
に
お
け
る
廃
止
事

例
か
ら
計
画
の
中
で
施
策
と
し
て
取
り
入
れ

て
お
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
本
年
度
に
自
治
会
や
各
種
団
体
、

事
業
所
の
代
表
者
等
で
構
成
し
た
「
ご
み
減

量
等
推
進
協
議
会
」
か
ら
も
計
画
の
策
定
に

あ
た
っ
て
の
「
基
本
方
針
」、「
数
値
目
標
」、

「
目
標
達
成
の
た
め
の
施
策
に
つ
い
て
」
の
提

言
を
受
け
、
そ
れ
ら
を
尊
重
し
、
計
画
を
策

定
し
ま
し
た
。

な
お
、
生
活
排
水
処
理
に
つ
い
て
も
、
し

尿
・
浄
化
槽
汚
泥
の
処
理
等
に
関
す
る
基
本

方
針
、
数
値
目
標
を
設
定
し
適
正
処
理
を
進

め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

生
活
環
境
課
廃
棄
物
対
策
係

TEL
23
‐
１
２
４
９

市
で
は
、
一
般
廃
棄
物
処
理
基
本
計
画
の

策
定
に
あ
た
り
、
平
成
17
年
度
に
市
民

約
２
、
０
０
０
人
、
65
事
業
所
に
ご
み
の
分

別
・
減
量
及
び
資
源
化
な
ど
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
に
記
載
さ
れ
た
主
な
意
見
・

要
望
と
計
画
へ
の
反
映
に
つ
い
て
の
検
討
結

果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
意
見
・
要
望

①
他
市
と
比
べ
、
資
源
ご
み
の
分
別
の
種
類

が
少
な
い
。
限
り
あ
る
資
源
、
リ
サ
イ
ク

ル
の
必
要
性
を
考
え
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み

の
分
別
収
集
を
す
べ
き
で
は
。

②
祝
日
も
ご
み
収
集
を
し
て
ほ
し
い
。

③
資
源
ご
み
の
収
集
回
数
を
増
や
し
て
ほ
し
い
。

④
ご
み
の
収
集
場
所
が
遠
い
。
近
く
に
設
置

し
て
ほ
し
い
。

⑤
い
つ
で
も
利
用
で
き
る
資
源
ご
み
の
収
集

場
所
を
設
置
し
て
は
ど
う
か
。

■
検
討
結
果

①
に
つ
い
て

循
環
型
社
会
の
形
成
に
は
、
ご
み
の
削
減

と
有
効
利
用
の
推
進
が
必
要
で
す
。
計
画
で

は
早
期
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
等
の

新
た
な
分
別
収
集
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。
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